
【改正点】                                                                       

 [全般] 

・申請方法を紙申請から電子申請へ変更したことに伴い、申請書を Excelファイルに変更。 

 

 [工事] 

・技術者名簿について、営業所専任技術者は必ず指定様式に記載するように変更。 

 

 [コンサル] 

・財務諸表を作成していない場合でも理由書（任意様式）を提出するように変更 

 

 [物品役務] 

・財務諸表を作成していない場合でも理由書（任意様式）を提出するように変更 

 

 [共通] 

・印鑑証明書の提出廃止。 

・委任状について押印廃止。 

・様式 4「法人設立届確認承諾書」追加。 

 

 

【工種・業種改正点】 

 

 なし 

      


